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 第 4 回定例会            議案第 76 号 

 

 

令和 2 年度安芸高田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号） 

 

 令和 2 年度安芸高田市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）は、次

に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 10,894 千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 525,291 千円とする。 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、｢第 1 表 歳入歳出予算補正｣による。 

 

   令和 2 年 12 月 10 日提出 

 

                 安芸高田市長  石 丸 伸 二   

 

 



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 3 繰入金 137,072 397 137,469

 1 一般会計繰入金 137,072 397 137,469

 4 繰越金 1 10,398 10,399

 1 繰越金 1 10,398 10,399

 6 国庫支出金 0 99 99

 1 国庫補助金 0 99 99

514,397 10,894 525,291

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 入 合 計
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     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 1,476 496 1,972

 1 総務管理費 1,163 495 1,658

 2 徴収費 313 1 314

 2 後期高齢者医療広域 509,838 9,297 519,135

連合納付金

 1 後期高齢者医療広域 509,838 9,297 519,135

連合納付金

 3 諸支出金 2,083 1,101 3,184

 2 繰出金 1 1,101 1,102

514,397 10,894 525,291

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 出 合 計
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１．総括

(歳　入)

款

 3 繰入金 137,072

 4 繰越金 1

 6 国庫支出金 0

514,397

補 正 前 の 額

歳 入 合 計
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書



(単位:千円) 

397 137,469

10,398 10,399

99 99

10,894 525,291

補 正 額 計
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（歳　出）

款

 1 総務費 1,476 496 1,972

 2 後期高齢者医療広域連合納付金 509,838 9,297 519,135

 3 諸支出金 2,083 1,101 3,184

514,397 10,894 525,291歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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(単位：千円)

99 0 0 0 397

0 0 0 0 9,297

0 0 0 0 1,101

99 0 0 0 10,795

そ の 他

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債
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２．歳入
（款）  3 繰入金

款

項

目

 3 繰入金 137,072 397 137,469

 1 一般会計繰入金 137,072 397 137,469

 1 事務費繰入金 2,470 397 2,867

（款）  4 繰越金

 4 繰越金 1 10,398 10,399

 1 繰越金 1 10,398 10,399

 1 繰越金 1 10,398 10,399

（款）  6 国庫支出金

 6 国庫支出金 0 99 99

 1 国庫補助金 0 99 99

 1 国庫補助金 0 99 99

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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（単位 ： 千円）

節   

 1 事務費繰入金 397 事務費繰入金

 1 繰越金 10,398 繰越金

 1 高齢者医療制度円滑運 99 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金

営事業費補助金

区 分 金 額
説 明
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３．歳出
（款）  1 総務費

款
項

目
 1 総務費 1,476 496 1,972 99 0 0 397

 1 総務管理費 1,163 495 1,658 99 0 0 396
 1 一般管理費 1,163 495 1,658 99 0 0 396

 2 徴収費 313 1 314 0 0 0 1
 1 徴収費 306 1 307 0 0 0 1

（款）  2 後期高齢者医療広域連合納付金

 2 後期高齢者医療 509,838 9,297 519,135 0 0 0 9,297
広域連合納付金
 1 後期高齢者医 509,838 9,297 519,135 0 0 0 9,297

療広域連合納
付金
 1 後期高齢者 509,838 9,297 519,135 0 0 0 9,297

医療広域連
合納付金

（款）  3 諸支出金

 3 諸支出金 2,083 1,101 3,184 0 0 0 1,101
 2 繰出金 1 1,101 1,102 0 0 0 1,101

 1 一般会計繰 1 1,101 1,102 0 0 0 1,101
出金

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の
額

補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

一般財源
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（単位 ： 千円）

節         

12 委　託　料 495 一般管理費 495                
12 委　託　料 495        

○一般業務に関する委託料 495    
　電算システム改修業務委託料 495    

11 役　務　費 1 徴収費 1                
11 役　務　費 1        

手数料 1    

18 負担金補助 9,297 後期高齢者医療広域連合納付金 9,297                
及び交付金 18 負担金補助及び交付金 9,297        

○後期高齢者医療広域連合負担金 9,297    
　後期高齢者医療広域連合保険料納付金 9,297    

27 繰　出　金 1,101 一般会計繰出金 1,101                
27 繰　出　金 1,101        

区 分 金 額
説 明
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